
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

一
一
四

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が

あ
っ
た
件

一
一
四

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件
二
件

一
一
五

○
潜
水
器
漁
業
の
許
可
に
係
る
制
限
措
置
の
内
容
及
び
申
請
す
べ
き
期
間
を
定
め

る
件

一
一
五

○
農
地
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
裁
定
を
し
た
件

一
一
六

○
林
業
種
苗
法
に
よ
り
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
た
件

一
一
六

○
林
業
種
苗
法
に
よ
り
生
産
事
業
者
の
登
録
が
失
効
し
た
件

一
一
六

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所

在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

一
一
六

○
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
し
た
件

一
一
七

公

告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
一
七

○
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
公
表
す
る
件

一
一
七

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

一
一
八

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件
二
件

一
二
〇

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数
並
び
に
福
島

県
議
会
議
員
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
を
告

示
す
る
件

一
二
八

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

○
い
か
つ
り
漁
業
に
つ
い
て
指
示
す
る
件

一
二
八

告

示

福
島
県
告
示
第
百
六
十
三
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
令
和
五
年
三
月
六
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
五
年
三
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

一
般
財
団
法
人
脳
神
経
疾
患
研
究

福
島
市
荒
井
北
三
丁
目
一
―
一
三

令
和
八
年
三
月
五
日

所
附
属
南
東
北
福
島
病
院

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、

当
該
届
出
及
び
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
添
付
書
類
を

令
和
五
年
三
月
十
日
か
ら
同
年
七
月
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
伊
達
市
産
業
部
商
工
観

光
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

み
や
ぎ
生
活
協
同
組
合
ふ
く
し
ま
梁
川
店

福
島
県
伊
達
市
梁
川
町
御
八
郎
一
三
番
一

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

（
変
更
前
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（
変
更
前
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

四

届
出
年
月
日

令
和
五
年
二
月
二
十
七
日

五

届
出
を
し
た
者

み
や
ぎ
生
活
協
同
組
合

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福
島
県
告
示
第
百
六
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
五
年
三
月
十

日
か
ら
同
年
七
月
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北

地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民
情
報
室
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
浜
田
店

福
島
県
福
島
市
浜
田
町
六
二
番
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
浜
田
店

福
島
県
福
島
市
浜
田
町
六
二
番
一
ほ
か

（
変
更
後
）
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
浜
田
店

福
島
県
福
島
市
浜
田
町
六
二
番
一
ほ
か

三

変
更
し
た
年
月
日

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

四

届
出
年
月
日

令
和
五
年
二
月
二
十
七
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
五
年
三
月
十

日
か
ら
同
年
七
月
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
中

地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
雇
用
政
策
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
桑
野

福
島
県
郡
山
市
桑
野
四
丁
目
三
番
四
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
桑
野

福
島
県
郡
山
市
桑
野
四
丁
目
三
番
四
ほ
か

（
変
更
後
）
ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
桑
野

福
島
県
郡
山
市
桑
野
四
丁
目
三
番
四
ほ
か

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

代
表
取
締
役

真
船

幸
夫

福
島
県
郡
山
市
谷
島
町
五
番
四
二
号

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

代
表
取
締
役

真
船

幸
夫

福
島
県
郡
山
市
谷
島
町
五
番
四
二
号

株
式
会
社
良
品
計
画

代
表
取
締
役
社
長

堂
前

宣
夫

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
四
丁
目
二
六
番
三
号

三

変
更
し
た
年
月
日

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日

四

届
出
年
月
日

令
和
五
年
二
月
二
十
七
日

五

届
出
を
し
た
者

有
限
会
社
か
ね
と

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
七
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
島
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年
福
島
県
規
則
第
六

十
八
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
潜
水
器
漁
業
に
つ
き
、
規
則

第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ

き
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

第
一

制
限
措
置

一

漁
業
種
類

潜
水
器
漁
業

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
漁
業
者
の
数

三
十
人

三

操
業
区
域

漁
業
権
者
の
同
意
の
あ
っ
た
第
一
種
共
同
漁
業
権
漁
場

四

漁
業
時
期

⑴

規
則
第
四
十
条
第
一
項
の
表
十
一
の
項
に
規
定
す
る
あ
わ
び
、
同
表
十
三
の
項
に
規
定
す
る

ほ
っ
き
が
い
及
び
同
表
十
五
の
項
に
規
定
す
る
う
に
を
採
捕
す
る
場
合

同
表
中
欄
に
規
定
す
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る
期
間
外
で
あ
っ
て
、
漁
業
権
者
が
同
意
し
た
期
間

⑵

⑴
に
掲
げ
る
水
産
動
物
以
外
の
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
場
合

漁
業
権
者
が
同
意
し
た
期

間

五

漁
業
を
営
む
者
の
資
格

福
島
県
に
住
所
を
有
す
る
者

第
二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
五
年
三
月
十
日
か
ら
同
年
四
月
十
日
ま
で

第
三

許
可
の
有
効
期
間

令
和
五
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
三
十
日
ま
で

（
水

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
八
号

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
十
二
月
九
日
付
け
で
公
益
財
団
法
人
福

島
県
農
業
振
興
公
社
（
福
島
県
農
地
中
間
管
理
機
構
）
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
利
用
権
の
設
定
に
関
し
て
、

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
次
の
と
お
り
裁
定
し
た
。

令
和
五
年
三
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

所
在

地
番

地
目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

会
津
若
松
市
北
会
津
町
寺
堀
字
弥
六

四
番
三

田

七
六
一

同

市
北
会
津
町
寺
堀
字
弥
六

五
番
一

田

三
六

同

市
北
会
津
町
寺
堀
字
弥
六

五
番
二

田

四
三

同

市
北
会
津
町
寺
堀
字
弥
六

一
五
番

田

三
、
〇
〇
〇

同

市
北
会
津
町
寺
堀
字
弥
六

一
六
番

田

三
、
〇
三
〇

二

利
用
権
の
内
容

水
田
と
し
て
利
用

三

利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間

始
期

令
和
五
年
三
月
十
七
日

存
続
期
間

五
年

四

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

三
七
三
、
八
五
〇
円

五

補
償
金
の
支
払
の
方
法

当
該
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
福
島
地
方
法
務
局
若
松
支
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る

こ
と
。

（
農
村
振
興
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
九
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
を
し
た

生
産
事
業
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

生
産
事
業
者
の
氏
名

生
産
事
業
の

事
業
所
の
名
称
及

登
録
番
号

登
録
年
月
日

又
は
名
称
及
び
住
所

内
容

び
所
在
地

福
島
県
五

会
津
管
財
ア
グ
リ
株

幼
苗
の
育
成
、

会
津
管
財
ア
グ
リ
株

令
和
五
年
二
月

八
〇

式
会
社

幼
苗
以
外
の
苗

式
会
社

一
七
日

大
沼
郡
会
津
美
里
町

木
の
育
成

大
沼
郡
会
津
美
里
町

字
本
郷
道
上
一
番
地

字
本
郷
道
上
一
番
地

（
森
林
整
備
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
が
失

効
し
た
生
産
事
業
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

生
産
事
業
者
の
氏
名

生
産
事
業
の

事
業
所
の
名
称
及

登
録
番
号

失
効
年
月
日

又
は
名
称
及
び
住
所

内
容

び
所
在
地

福
島
県
五

有
限
会
社
会
津
管
財

幼
苗
の
育
成
、

有
限
会
社
会
津
管
財

令
和
五
年
二
月

七
六

大
沼
郡
会
津
美
里
町

幼
苗
以
外
の
苗

南
会
津
郡
南
会
津
町

一
五
日

字
荒
井
前
一
〇
七
番

木
の
育
成

長
野
字
加
藤
谷
一
八

地

七
四
番
地
二

（
森
林
整
備
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
い
わ
き
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

佐
藤
虎
治

佐
藤
寅
治

緒
方
安
雄

草
野
節
子

酒
井
勇
勝

二

通
知
の
内
容
の
要
旨
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
二
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
及
び
そ
の
区
間
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
三
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

区

間

県
道
中
野
須

須
賀
川
市
牛
袋
町
一
二
三
番
地
先
か
ら
同
市
五
月
雨
二
二
五
番
一
地
先
ま
で
の

賀
川
線

上
り
線

須
賀
川
市
牛
袋
町
五
番
地
先
か
ら
同
市
五
月
雨
二
二
三
番
一
地
先
ま
で
の
下
り

線

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
四
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
三
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

阿
武
隈
川
上
流
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

藤
田

浩
伸

石
川
郡
石
川
町
大
字
赤
羽
字
新
宿
一
一
七
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
四
十
八
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
七
月
か
ら
令
和
五
年
一
月
に
収
去
し
た
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

令
和
４
年
11月

分

（普
通
肥
料

）

肥
料
の

保
証
票
添
付
者

肥
料
の
名
称

検
査
の
概
要

備
考

種
類
等

分
析
検
査

保
証
票

そ
の
他

の
検
査

の
検
査

項
目

指
摘

事
項

炭
酸
カ

日
東
粉
化
工
業

53.0炭
酸
カ
ル

A
L

－
－

－
ル
シ
ウ

株
式
会
社

シ
ウ
ム
肥
料

ム
肥
料

炭
酸
カ

ロ
イ
ヤ
ル
イ
ン

ビ
タ
カ
ル
シ
ウ

A
L

－
－

－
ル
シ
ウ

ダ
ス
ト
リ

ズ
ム
55

ー
ム
肥
料

株
式
会
社

注
１

分
析
検
査
の
欄
及
び
そ
の
他
の
検
査
の
欄
の
記
載
は

検
査
対
象
荷
口
全
体
の
肥
料
を
代

、
表
し
う
る
よ
う
に
必
要
袋
数

（ば
ら
の
場
合
に
は

必
要
部
位
数

）を
抽
出
し

混
合
し
た

、
、

試
料
１
点
に
つ
い
て
検
査
し
た
結
果
で
あ
る
。

２
分
析
検
査
項
目
に
係
る
指
摘
事
項
は

分
析
値
と
規
格
・
基
準
値
又
は
表
示
値
と
を
比
較

、
し
た
結
果
で
あ
る
。

３
主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

T
N
－
窒
素
全
量
T
P
－
り
ん
酸
全
量
T
K
－
加
里
全
量
A
L
－
ア
ル
カ
リ
分

、
、

、
令
和
４
年
９
月
分
か
ら
令
和
５
年
１
月
分
ま
で

（特
殊
肥
料

）

特
殊
肥
料
生
産
業
者
､
届

出
名

検
査
の
結
果

備
考

の
指
定
名
輸
入
業
者
又
(及
び
商
品
名
)

は
販
売
業
者

T
N
T
P
T
K
T
C
u
T
Z
n
TCaO

C
/N
水
分

(%
)
(%
)
(%
)
(m
g/
(m
g/
(%
)

(%
)

kg)
kg)

堆
肥

会
津
よ
つ
ば
籾
殻
堆
肥

0.6
0.1

0.3
－

－
－

50
19.9

農
業
協
同
組
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合

堆
肥

株
式
会
社
木
ゆ
め
肥
料

2.8
5.7

2.1
243

3346
－

9
26.8

野
内
フ
ァ
ー

ム

堆
肥

増
子

洋
牛
ふ
ん
堆
肥
1.4

1.9
1.7

－
－

－
16

44.8

堆
肥

Ｊ
Ｒ
東
日
本
エ
コ
太
郎

2.9
1.1

0.7
－

－
－

17
5.0

ビ
ル
テ
ッ
ク

株
式
会
社

堆
肥

折
笠
義
則

牛
ふ
ん
堆
肥
0.4

0.3
0.7

－
－

－
19

82.0

貝
化
石
粉
日
産
化
工
株
ハ
イ
ミ
ネ
コ
－

－
－

－
－

4.1
－

－
末

式
会
社

ン

堆
肥

草
野
茂
寿

繁
殖
牛

乳
0.4

0.4
0.3

－
－

－
13

82.4
、

用
牛
堆
肥

粗
砕
石
灰
旭
鉱
末
株
式
粗
砕
石
灰
石
－

－
－

－
－

54.8
－

－
石

会
社

堆
肥

株
式
会
社
辰
杉
王

0.9
0.6

0.1
－

－
－

24
51.4

巳
屋

堆
肥

株
式
会
社
辰
ぼ
か
し
肥
料
5.2

7.3
4.3

－
－

－
8
16.7

巳
屋

宝
有
機

注
主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

T
N
－
窒
素
全
量
T
P
－
り
ん
酸
全
量
T
K
－
加
里
全
量
T
C
u－
銅
全
量
T
Z
n－
亜
鉛
全

、
、

、
、

量
T
C
aO
－
石
灰
全
量
T
M
gO
－
苦
土
全
量
C
/N
－
炭
素
窒
素
比
水
分
－
水
分
含
有
量

、
、

、
、

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）

公 告 第 ４ ９ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第
17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ５ 年 ３ 月 10日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 入 札 に 付 す る 事 項
⑴ 調 達 を す る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量 放 射 性 ダ ス ト モ ニ タ ８ 式
⑵ 調 達 を す る 物 品 等 の 仕 様 等 仕 様 書 に よ る 。
⑶ 納 入 期 限 令 和 ６ 年 ３ 月 29日 （ 金 ）
⑷ 納 入 場 所 小 川 局 （ い わ き 市 小 川 町 上 小 川 字 表 ７ 番 １ 号 ） ほ か 計 ８ か 所

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
⑴ 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該
当 し な い 者 で あ る こ と 。

⑵ 福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 有 資 格 者 名 簿 に 登 載 さ れ て い る 者 又 は 開
札 時 ま で に 福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 資 格 を 取 得 し て い る 者 で あ る こ
と 。

⑶ 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 提 出 期 限 の 日 か ら 入 札 の 日
ま で の 間 に 福 島 県 か ら 物 品 の 買 入 れ 又 は 修 繕 に 係 る 参 加 資 格 制 限 を 受 け て い な い こ
と 。

⑷ こ の 公 告 に 示 し た 仕 様 に 合 致 し た 物 品 又 は こ れ と 同 等 の 物 品 に つ い て 納 入 実 績 が
あ り 、 か つ 、 確 実 に 納 入 で き る こ と 。

３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申

請 書 に 、 ２ の ⑷ に 掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 令 和 ５ 年 ３ 月 28日
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（ 火 ） 午 後 ５ 時 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格
の 確 認 を 受 け る こ と 。 な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 同 日 午 後 ５ 時 ま で 必 着 と す
る 。
郵 便 番 号 960-8670 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課
電 話 024 - 521 - 74 13

４ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 令 和 ５ 年 ３ 月 10日 （ 金 ） か ら 同 月 28日 （ 火 ） ま で （ 土 曜 日

及 び 日 曜 日 並 び に 同 月 21日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30分 か ら 午 後 ５ 時 ま で
５ 入 札 書 の 提 出 場 所 等
⑴ 入 札 書 の 提 出 場 所 、 入 札 説 明 書 の 配 布 場 所 及 び 問 合 せ 先 ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。
な お 、 郵 送 に よ る 入 札 説 明 書 の 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大
き さ の 用 紙 19枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返
信 用 封 筒 を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 令 和 ５ 年 ３ 月 16日 （ 木 ） 午 後 ５ 時 ま で に
必 着 で 請 求 す る こ と 。

⑵ 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 令 和 ５ 年 ３ 月 16日 （ 木 ） 午 前 11時 福 島 県 出 納 局 入
札 用 度 課

⑶ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 令 和 ５ 年 ４ 月 20日 （ 木 ） 午 前 11時 福 島 県 出 納 局
入 札 用 度 課 （ 郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 同 月 19
日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で に 必 着 の こ と 。 ）

６ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
⑴ 入 札 保 証 金 こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税
を 含 む 。 ） の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、
財 務 規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全
部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

⑵ 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

７ 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。
８ 入 札 の 無 効

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。

９ そ の 他
⑴ 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
⑵ 入 札 方 法 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分
の 10に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110
分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

⑶ 落 札 者 の 決 定 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。

⑷ 契 約 書 作 成 の 要 否 要
⑸ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 要 請 等 福 島 県 知 事 は 、 福 島 県 政 府 調 達 苦
情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 ８ 年 福 島 県 告 示 第 320
号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請 を 受 け た 場 合 は 契 約 の
執 行 を 停 止 し 、 契 約 を 破 棄 す る 提 案 が 出 さ れ た 場 合 は 契 約 を 破 棄 す る こ と が で き る 。

⑹ そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。
10 Summary
⑴ N a t u r e a n d q u a n t i t y o f t h e p r o d u c t s t o b e p u r c h a s e d : R a d i o a c t i v e D u s t
M o n i t o r a t O g a w a m o n i t o r i n g p o s t a n d 7 o t h e r p o s t s 1 s e t

⑵ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 1 1 : 0 0 a . m . , 2 0 A p r i l 2 0 2 3
⑶ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 0 0 p . m . , 1 9 A p r i l 2 0 2 3
⑷ Con t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e : B i d Adm i n i s t r a t i o n D i v i s i o n , T r e a s u r y B u r e a u ,
Fukush ima Prefectural Governmen t , 2 -16 Sug i tsuma-cho , Fukushima City , Fukushima
960 -8670 J ap an TEL 024-521 -7413

（ 入 札 用 度 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────
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公 告 第 ２ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 白 河 実 業 ・ 塙 工 業 統 合 校 実 習 棟

新 築 （ 建 築 ） 工 事 の 請 負 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体
の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及
び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274条 の
３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ５ 年 ３ 月 10日
福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 大 沼 博 文

１ 入 札 に 付 す る 事 項
⑴ 調 達 を す る 工 事 の 名 称 及 び 数 量 白 河 実 業 ・ 塙 工 業 統 合 校 実 習 棟 新 築 （ 建 築 ） 工
事 一 式

⑵ 調 達 案 件 の 仕 様 等 入 札 説 明 書 及 び 仕 様 書 に よ る 。
⑶ 工 期 議 会 の 議 決 を 得 た 日 か ら ３ 日 を 経 過 し た 日 か ら 令 和 ７ 年 １ 月 31日 ま で
⑷ 工 事 場 所 福 島 県 白 河 市 瀬 戸 原 地 内

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 共 同 企 業 体 （ ２ 以 上 の 者 が 当 該 入 札 に 係 る 業 務

を 共 同 連 帯 し て 請 け 負 う 場 合 に お け る 当 該 共 同 連 結 関 係 に あ る 各 者 に よ り 構 成 さ れ る
企 業 体 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確
認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
⑴ 構 成 員 の 全 て が ア か ら キ ま で に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、
当 該 共 同 企 業 体 の 代 表 で あ る 構 成 員 が ク に 掲 げ る 条 件 を 満 足 し て い る 者 で あ る こ と 。
ア 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 及 び 第 ２ 項 各
号 の い ず れ に も 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

イ 福 島 県 の 工 事 等 請 負 有 資 格 業 者 名 簿 に 登 録 さ れ て い る 者 に あ っ て は 、 一 般 競 争
入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 提 出 期 限 の 日 か ら 開 札 の 日 ま で の 間 に 福 島 県 か ら 福 島
県 建 設 工 事 等 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 要 綱 （ 平 成 19年 ３ 月 30日 付 け 18財 第 6342号 総
務 部 長 依 命 通 達 ） 第 ２ 条 、 第 ３ 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 及 び 第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ
く 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。
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ウ 建 築 工 事 業 （ 建 設 業 法 （ 昭 和 24年 法 律 第 100号 ） 別 表 第 １ の 建 築 一 式 工 事 の 項 に
規 定 す る 建 築 工 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る 同 法 第 15条 の 特 定 建 設 業 の 許 可
を 受 け て い る 者 で あ る こ と 。

エ 会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第 154号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し た
者 若 し く は 申 立 て を な さ れ た 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 11年 法 律 第 225号 ） の 規 定 に
よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し た 者 若 し く は 申 立 て を な さ れ た 者 に あ っ て は 、 当
該 手 続 開 始 の 決 定 の 後 に 「 会 社 更 生 法 に 基 づ く 更 生 手 続 き 開 始 の 決 定 を 受 け た 者
の 建 設 工 事 等 入 札 参 加 資 格 の 再 審 査 等 に 関 す る 要 領 」 （ 平 成 14年 ６ 月 17日 付 け 14
監 第 813号 土 木 部 長 通 知 ） に よ り 資 格 の 再 認 定 を 受 け た 者 で あ る こ と 。

オ こ の 公 告 の 時 点 に お い て 有 効 な 、 か つ 、 最 新 の 建 設 業 法 第 27条 の 23第 １ 項 の 審
査 （ 以 下 「 経 営 事 項 審 査 」 と い う 。 ） の 結 果 の う ち 、 建 築 一 式 工 事 の 総 合 評 定 値
が 800点 以 上 で あ る こ と 。

カ 建 設 工 事 に お い て 、 ３ に 掲 げ る 日 か ら 過 去 15年 以 内 に 延 べ 床 面 積 1 ,50 0ｍ2以 上 又
は 地 上 ３ 階 建 て 以 上 の 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 又 は 鉄 骨 造
の 建 築 工 事 （ 新 築 、 改 築 又 は 増 築 に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） を 単 独 で 又 は 共 同 企 業 体
の 代 表 で あ る 構 成 員 と し て 施 工 し た 実 績 （ 工 事 部 分 を 対 象 と し 、 増 築 の 場 合 は 、
増 加 し た 部 分 を 対 象 と す る 。 以 下 「 施 工 実 績 」 と い う 。 ） を 有 す る 者 で あ る こ と 。
た だ し 、 建 築 物 の 主 要 用 途 が 駐 車 場 、 倉 庫 等 の 施 工 実 績 を 除 く 。

キ １ 級 建 築 施 工 管 理 技 士 又 は １ 級 建 築 士 の い ず れ か の 資 格 を 有 し 、 建 築 工 事 業 に
対 応 し た 監 理 技 術 者 資 格 者 証 （ 建 設 業 法 第 27条 の 18第 １ 項 の 規 定 に よ る 監 理 技 術
者 資 格 者 証 を い う 。 ） の 交 付 を 受 け 監 理 技 術 者 講 習 （ 建 設 業 法 第 26条 の ４ か ら 第
26条 の ６ ま で の 規 定 に よ り 国 土 交 通 大 臣 の 登 録 を 受 け た 講 習 を い う 。 ） を 修 了 し
て い る 者 で カ に 示 し た 建 設 工 事 の 施 工 管 理 経 験 （ 監 理 技 術 者 若 し く は 主 任 技 術 者
と し て の 施 工 経 験 又 は 監 理 技 術 者 若 し く は 主 任 技 術 者 と し て の 資 格 を 有 し た 者 に
よ る 現 場 代 理 人 と し て の 施 工 経 験 の こ と を い い 、 当 該 入 札 者 以 外 で の 施 工 経 験 を
含 む 。 ） を 有 す る も の （ ３ に 掲 げ る 日 か ら 当 該 入 札 者 と ３ 月 以 上 直 接 の 雇 用 関 係
に あ る 者 に 限 る 。 ） を 監 理 技 術 者 又 は 主 任 技 術 者 と し て 本 工 事 現 場 に 専 任 で 配 置
で き る 者 で あ る こ と 。

ク こ の 公 告 の 時 点 で 有 効 か つ 最 新 の 経 営 事 項 審 査 の 結 果 の う ち 建 築 一 式 工 事 の 総
合 評 定 値 が 1 , 0 0 0点 以 上 で あ る こ と 。

⑵ 構 成 員 は 、 ２ 者 又 は ３ 者 で あ る こ と 。
⑶ 自 主 結 成 で あ る こ と 。
⑷ 各 構 成 員 の 出 資 比 率 は 、 ２ 者 の 場 合 は そ れ ぞ れ 30％ 以 上 、 ３ 者 の 場 合 は そ れ ぞ れ
20％ 以 上 で あ る こ と 。 た だ し 、 出 資 比 率 が 最 大 の 構 成 員 が 当 該 共 同 企 業 体 の 代 表 で
あ る こ と 。

⑸ 構 成 員 は 、 他 の 共 同 企 業 体 の 構 成 員 と し て 本 件 入 札 に 参 加 し な い こ と 。
⑹ 本 工 事 の 施 工 計 画 が 適 切 で あ る 者 で あ る こ と 。

３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑴ の

ウ 及 び オ か ら ク ま で 、 ⑵ か ら ⑷ ま で 並 び に ⑹ に 掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を
添 付 し て 、 技 術 提 案 書 と 合 わ せ て 、 令 和 ５ 年 ４ 月 ３ 日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で に 次 の 場 所
に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け る こ と 。
郵 便 番 号 960-8688 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
福 島 県 教 育 庁 財 務 課 施 設 財 産 室
電 話 024 - 521 - 77 91

４ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 、 令 和 ５ 年 ３ 月 10日 （ 金 ） か ら 同 年 ５ 月 １ 日 （ 月 ） ま で （ 土

曜 日 及 び 日 曜 日 並 び に 同 年 ３ 月 21日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30分 か ら 午 後 ５ 時 ま で 。 な
お 、 契 約 条 項 を 示 す 書 類 （ 設 計 図 書 を 除 く 。 ） は 、 福 島 県 教 育 委 員 会 ウ ェ ブ サ イ ト よ
り ダ ウ ン ロ ー ド し て 入 手 す る こ と が で き 、 設 計 図 書 に つ い て は 、 福 島 県 電 子 閲 覧 シ ス
テ ム （ 工 事 等 ） に よ り 閲 覧 す る こ と が で き る 。
⑴ 福 島 県 電 子 閲 覧 シ ス テ ム （ 工 事 等 ） の ア ド レ ス

ht t p s : / /www . p r e f . f u k u s h im a . l g . j p / s e c / 0 1 1 1 5 c / n y u s a t s u - 9 6 . h t m l
⑵ 福 島 県 電 子 閲 覧 シ ス テ ム （ 工 事 等 ） の 利 用 可 能 時 間 午 前 ８ 時 か ら 午 後 10時 ま で
（ 福 島 県 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 福 島 県 条 例 第 ７ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す
る 県 の 休 日 を 除 く 。 ）

５ 入 札 説 明 書 等 の 配 布 に 関 す る 事 項
次 に よ り 、 入 札 説 明 書 、 入 札 心 得 、 仕 様 書 、 申 請 書 等 を 配 布 す る 。

───────────────────────────────────────────────────────────
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⑴ 配 布 期 間 ４ に 掲 げ る 期 間 に 同 じ 。
⑵ 配 布 場 所 ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。
⑶ そ の 他 郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用
紙 50枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒
を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 令 和 ５ 年 ４ 月 25日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 ま で に 必 着 で 請
求 す る こ と 。

６ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 等
⑴ 日 時 令 和 ５ 年 ５ 月 ２ 日 （ 火 ） 午 前 11時 30分
⑵ 場 所 福 島 県 庁 西 庁 舎 ３ 階 教 育 委 員 室 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号 ）
⑶ そ の 他 郵 便 に よ り 入 札 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 令 和 ５ 年 ５
月 １ 日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 の こ と 。 な お 、 持 参 又 は 郵 送 に
よ り 提 出 さ れ た 入 札 書 の 書 換 え 、 引 換 え 又 は 撤 回 は 認 め な い 。

７ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
⑴ 入 札 保 証 金 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含
む 。 ） の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務
規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又
は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

⑵ 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の 10以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

８ 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な
ら な い 。

９ 入 札 の 無 効
２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 、 入 札 説 明 書 及 び 入 札 心 得

に お い て 示 す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。
10 入 札 方 法
⑴ 本 件 入 札 は 、 総 合 評 価 方 式 一 般 競 争 入 札 に よ り 行 う 。
⑵ 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分 の 10に 相 当
す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を
切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業
者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110分 の 100に
相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

⑶ 本 件 は 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 適 用 工 事 で あ る 。
11 落 札 者 の 決 定 の 方 法
⑴ 入 札 価 格 が 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で あ り 、 当 該 工 事 に 係 る 技 術 提 案 が 最 低 限 の
要 求 要 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 の う ち 、 次 に 掲 げ る 式 に よ り 算 出 さ れ た 評 価 値 が 最
も 高 い 者 を 落 札 候 補 者 と す る 。
評 価 値 ＝ 技 術 評 価 点 ÷ 評 価 値 算 出 価 格 × 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0

ア 評 価 値 に は 小 数 点 以 下 の 有 効 桁 数 を 設 け な い が 、 評 価 値 の 表 記 に つ い て は 、 小
数 点 以 下 第 ５ 位 を 切 り 捨 て る 。 た だ し 、 評 価 値 の 表 記 が 同 じ で あ る 場 合 は 、 評 価
値 の 表 記 が 異 な る こ と と な る 桁 数 ま で 表 記 す る 。

イ 技 術 評 価 点 は 、 標 準 点 に 加 算 点 を 加 算 し た 点 と す る 。
ウ 標 準 点 は 、 ３ の 入 札 参 加 資 格 の 確 認 を 受 け た 場 合 に 付 与 さ れ る 点 で あ っ て 、 そ
の 点 は 100点 と す る 。

エ 加 算 点 は 、 入 札 説 明 書 で 示 す 落 札 者 決 定 基 準 に 基 づ き 技 術 提 案 書 を 審 査 し て 算
出 さ れ た 点 と す る 。

オ 評 価 値 算 出 価 格 は 、 基 準 価 格 設 定 型 に よ り 設 定 す る 。
⑵ 評 価 値 の 最 も 高 い 者 が ２ 者 以 上 あ る と き は 、 く じ に よ り 落 札 候 補 者 の 順 位 を 決 定
す る 。

12 関 連 工 事 の 落 札 者 が な か っ た 場 合 の 取 扱 い
こ の 工 事 は 、 工 事 番 号 第 22-70011 - 0017号 の 白 河 実 業 ・ 塙 工 業 統 合 校 実 習 棟 新 築 （ 電

気 ） 工 事 及 び 工 事 番 号 第 22 - 7 0 0 1 1 - 0 0 1 8号 の 白 河 実 業 ・ 塙 工 業 統 合 校 実 習 棟 新 築 （ 機
械 ） 工 事 （ 以 下 「 関 連 工 事 」 と い う 。 ） と 密 接 に 関 連 す る 工 事 で あ る た め 、 関 連 工 事
の い ず れ か に 落 札 者 が な い 場 合 に は 、 関 連 工 事 の 落 札 者 が 決 定 す る 日 ま で こ の 工 事 の
契 約 を 留 保 し 、 関 連 す る 全 て の 工 事 の 落 札 決 定 後 に 契 約 を 締 結 す る 場 合 が あ る 。
⑴ 留 保 期 間
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関 連 工 事 の 落 札 者 の 決 定 の 日 ま で

⑵ 契 約 の 辞 退 に つ い て
ア 本 工 事 の 落 札 候 補 者 は 、 関 連 工 事 の 落 札 決 定 の 日 ま で 契 約 を 留 保 さ れ る こ と に
よ り 施 工 で き な い と 判 断 す る 場 合 に は 、 本 工 事 の 落 札 決 定 の 日 ま で の 間 に 落 札 候
補 者 を 辞 退 す る こ と が で き る 。

イ 関 連 工 事 の 再 度 の 入 札 等 で も 落 札 者 が 決 ま ら な い 場 合 に は 、 本 工 事 の 落 札 者 は
契 約 の 締 結 を 辞 退 す る こ と が で き る 。

ウ 落 札 候 補 者 又 は 落 札 者 が 契 約 の 締 結 を 辞 退 し た 場 合 に お い て は 、 入 札 説 明 書 に
規 定 す る 見 積 に 係 る 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 む 。 ） の 100分 の ３ に 相
当 す る 額 の 納 付 を 免 除 し 、 入 札 参 加 資 格 制 限 の 対 象 と は し な い 。

⑶ 留 保 期 間 を 経 て 契 約 す る 場 合 の 契 約 内 容
ア 契 約 を 締 結 す る 場 合 、 工 期 の 延 長 な ど 契 約 の 条 件 を 変 更 す る こ と が あ る 。
イ 福 島 県 工 事 請 負 契 約 約 款 第 26条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項 に 規 定 す る 「 請 負 契 約 締 結 の
日 」 を 「 落 札 決 定 の 日 」 と 読 み 替 え て 契 約 を 締 結 す る 。

⑷ 留 保 期 間 後 の 契 約 締 結 に お け る 配 置 技 術 者 の 変 更
配 置 技 術 者 の 資 格 ・ 工 事 経 験 の 要 件 を 付 し た 場 合 、 資 格 確 認 に て 提 出 し た 配 置 予

定 技 術 者 の 変 更 も 可 能 で あ る 。 た だ し 、 同 等 の 要 件 を 満 た す 者 と す る 。
13 契 約 の 成 立

本 工 事 の 契 約 に つ い て は 、 落 札 決 定 後 に 仮 契 約 を 締 結 し 、 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契
約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 39年 福 島 県 条 例 第 21号 ） 第 ２ 条 の 規 定
に 基 づ き 福 島 県 議 会 の 議 決 を 得 た と き に 成 立 す る も の と す る 。
た だ し 、 契 約 の 相 手 方 の 決 定 後 、 議 決 ま で の 間 に 契 約 の 相 手 方 （ 法 人 で あ る 場 合 は 、

法 人 の 役 員 又 は そ の 使 用 人 ） が 逮 捕 さ れ る こ と そ の 他 の 反 社 会 的 な 行 為 が あ り 、 そ の
者 を 契 約 の 相 手 方 と す る こ と が 適 当 で な い と 認 め る と き は 、 契 約 を 締 結 し な い 。 な お 、
契 約 が 成 立 し な か っ た 、 又 は 締 結 さ れ な か っ た こ と に よ る 損 害 に つ い て は 、 福 島 県 は 、
こ れ を 一 切 賠 償 し な い 。

14 そ の 他
⑴ 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
⑵ 契 約 書 作 成 の 要 否 要
⑶ 本 工 事 は 元 請 業 者 が 必 要 と す る 共 通 費 に お け る 、 「 共 通 仮 設 費 の う ち 仮 設 建 物 費 」
及 び 「 現 場 管 理 費 の う ち 労 務 管 理 費 」 の 下 記 に 示 す 費 用 （ 以 下 「 実 績 変 更 対 象 間 接
費 」 と い う 。 ） に つ い て 、 契 約 締 結 後 、 労 働 者 確 保 に 要 す る 方 策 に 変 更 が 生 じ 、 建
築 関 係 工 事 積 算 基 準 （ 福 島 県 土 木 部 ） に 基 づ く 金 額 相 当 で は 適 正 な 工 事 の 実 施 が 困
難 に な っ た 場 合 は 、 事 前 に 監 督 員 と 協 議 を 行 い 、 協 議 の 結 果 に よ り 実 績 変 更 対 象 間
接 費 の 支 出 実 績 を 踏 ま え て 最 終 精 算 変 更 時 点 で 設 計 変 更 す る 「 労 働 者 確 保 に 関 す る
積 算 方 法 の 試 行 工 事 」 で あ る 。
営 繕 費 （ 共 通 仮 設 費 に お け る 仮 設 建 物 費 ） ： 労 働 者 送 迎 費 、 宿 泊 費 及 び 借 上 費
労 務 管 理 費 ： 募 集 及 び 解 散 に 要 す る 費 用 、 賃 金 以 外 の 食 事 及 び 通 勤 費 等 に 要 す る

費 用 、 福 利 厚 生 等 に 要 す る 費 用 、 純 工 事 費 に 含 ま れ な い 作 業 用 具 及
び 作 業 被 服 等 の 費 用 、 安 全 及 び 衛 生 に 要 す る 費 用 、 研 修 訓 練 等 に 要
す る 費 用 並 び に 労 災 保 険 法 に よ る 給 付 以 外 に 災 害 時 に 事 業 主 が 負 担
す る 費 用

⑷ 本 工 事 は 、 「 建 築 ・ 設 備 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 促 進 工 事 試 行 要 領 」 を 適 用 す る 工
事 で あ る 。

⑸ 本 工 事 は 、 「 入 札 時 積 算 数 量 書 活 用 方 式 」 の 対 象 工 事 で あ る 。
本 方 式 で は 、 入 札 時 に お い て 発 注 者 が 入 札 時 積 算 数 量 書 を 示 し 、 入 札 参 加 者 が 入

札 時 積 算 数 量 書 に 記 載 さ れ た 積 算 数 量 を 活 用 し て 入 札 に 参 加 す る 場 合 に お い て 、 工
事 請 負 契 約 の 締 結 後 に 生 じ た 当 該 積 算 数 量 の 疑 義 に つ い て 、 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、
入 札 時 積 算 数 量 書 に 基 づ き 、 積 算 数 量 に 関 す る 協 議 を 行 う こ と が で き る 。

⑹ 本 工 事 は 、 「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 拡 大 防 止 対 策 に 係 る 費 用 計 上 対 象
工 事 」 で あ る 。

⑺ 本 工 事 は 、 「 福 島 県 土 木 部 発 注 工 事 等 に お け る 建 設 キ ャ リ ア ア ッ プ シ ス テ ム 活 用
工 事 実 施 要 領 」 の 対 象 工 事 で あ る 。
受 注 者 は 当 該 実 施 要 領 に 定 め る 事 項 に つ い て 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。
本 工 事 の 発 注 方 法 は 、 特 記 事 項 に 記 載 し て い る の で 確 認 す る こ と 。

⑻ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 苦 情 等 福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 は 、 福 島
県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 ８ 年 福
島 県 告 示 第 320号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請 を 受 け た
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
場 合 は 契 約 の 執 行 を 停 止 し 、 契 約 を 破 棄 す る 提 案 が 出 さ れ た 場 合 は 契 約 を 破 棄 す る
こ と が で き る 。

⑼ そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。
15 Summary
⑴ Nature and quan t i t y o f t he con t ra c t : Cons t ruc t i on Work for a prac t i c a l t r a i n i ng
bui ld ing at consol idated Shirakawa J itsugyo and Hanawa Techn ica l High Schoo l 1 set

⑵ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 1 1 : 3 0 a . m . , 2 M a y 2 0 2 3
⑶ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 0 0 p . m . , 1 M a y 2 0 2 3
⑷ Con t a c t p o i n t f o r th e n o t i c e : Fac i l i t i e s a n d Prope r t i e s Un i t , F i nan c e D i v i s i o n ,
E d u c a t i o n B u r e a u , F u k u s h i m a P r e f e c t u r a l G o v e r n m e n t , 2 - 1 6 S u g i t s u m a - c h o ,
Fuku s h ima C i t y , Fuku sh im a 960 -8688 J a p an TEL 024 -521 - 7791

（ 財 務 課 施 設 財 産 室 ）

公 告 第 ３ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 双 葉 地 区 特 別 支 援 学 校 移 転 新 築

工 事 の 請 負 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は
特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務
規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274条 の ３ 第 １ 項 の 規
定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ５ 年 ３ 月 10日
福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 大 沼 博 文

１ 入 札 に 付 す る 事 項
⑴ 調 達 を す る 工 事 の 名 称 及 び 数 量 双 葉 地 区 特 別 支 援 学 校 移 転 新 築 工 事 一 式
⑵ 調 達 案 件 の 仕 様 等 入 札 説 明 書 及 び 仕 様 書 に よ る 。
⑶ 工 期 議 会 の 議 決 を 得 た 日 か ら ３ 日 を 経 過 し た 日 か ら 令 和 ６ 年 12月 27日 ま で
⑷ 工 事 場 所 福 島 県 双 葉 郡 葉 町 大 字 井 出 字 上 ノ 岡 地 内

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 共 同 企 業 体 （ ２ 以 上 の 者 が 当 該 入 札 に 係 る 業 務

を 共 同 連 帯 し て 請 け 負 う 場 合 に お け る 当 該 共 同 連 結 関 係 に あ る 各 者 に よ り 構 成 さ れ る
企 業 体 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確
認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
⑴ 構 成 員 の 全 て が ア か ら キ ま で に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、
当 該 共 同 企 業 体 の 代 表 で あ る 構 成 員 が ク に 掲 げ る 条 件 を 満 足 し て い る 者 で あ る こ と 。
ア 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 及 び 第 ２ 項 各
号 の い ず れ に も 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

イ 福 島 県 の 工 事 等 請 負 有 資 格 業 者 名 簿 に 登 録 さ れ て い る 者 に あ っ て は 、 一 般 競 争
入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 提 出 期 限 の 日 か ら 開 札 の 日 ま で の 間 に 福 島 県 か ら 福 島
県 建 設 工 事 等 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 要 綱 （ 平 成 19年 ３ 月 30日 付 け 18財 第 6342号 総
務 部 長 依 命 通 達 ） 第 ２ 条 、 第 ３ 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 及 び 第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ
く 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。

ウ 建 築 工 事 業 （ 建 設 業 法 （ 昭 和 24年 法 律 第 100号 ） 別 表 第 １ の 建 築 一 式 工 事 の 項 に
規 定 す る 建 築 工 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る 同 法 第 15条 の 特 定 建 設 業 の 許 可
を 受 け て い る 者 で あ る こ と 。

エ 会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第 154号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し た
者 若 し く は 申 立 て を な さ れ た 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 11年 法 律 第 225号 ） の 規 定 に
よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し た 者 若 し く は 申 立 て を な さ れ た 者 に あ っ て は 、 当
該 手 続 開 始 の 決 定 の 後 に 「 会 社 更 生 法 に 基 づ く 更 生 手 続 き 開 始 の 決 定 を 受 け た 者
の 建 設 工 事 等 入 札 参 加 資 格 の 再 審 査 等 に 関 す る 要 領 」 （ 平 成 14年 ６ 月 17日 付 け 14
監 第 813号 土 木 部 長 通 知 ） に よ り 資 格 の 再 認 定 を 受 け た 者 で あ る こ と 。

オ こ の 公 告 の 時 点 に お い て 有 効 な 、 か つ 、 最 新 の 建 設 業 法 第 27条 の 23第 １ 項 の 審
査 （ 以 下 「 経 営 事 項 審 査 」 と い う 。 ） の 結 果 の う ち 、 建 築 一 式 工 事 の 総 合 評 定 値
が 800点 以 上 で あ る こ と 。

カ 建 設 工 事 に お い て 、 ３ に 掲 げ る 日 か ら 過 去 15年 以 内 に 延 べ 床 面 積 1 ,50 0ｍ2以 上 又
は 地 上 ３ 階 建 て 以 上 の 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 又 は 鉄 骨 造
の 建 築 工 事 （ 新 築 、 改 築 又 は 増 築 に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） を 単 独 で 又 は 共 同 企 業 体
の 代 表 で あ る 構 成 員 と し て 施 工 し た 実 績 （ 工 事 部 分 を 対 象 と し 、 増 築 の 場 合 は 、
増 加 し た 部 分 を 対 象 と す る 。 以 下 「 施 工 実 績 」 と い う 。 ） を 有 す る 者 で あ る こ と 。
た だ し 、 建 築 物 の 主 要 用 途 が 駐 車 場 、 倉 庫 等 の 施 工 実 績 を 除 く 。
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キ １ 級 建 築 施 工 管 理 技 士 又 は １ 級 建 築 士 の い ず れ か の 資 格 を 有 し 、 建 築 工 事 業 に
対 応 し た 監 理 技 術 者 資 格 者 証 （ 建 設 業 法 第 27条 の 18第 １ 項 の 規 定 に よ る 監 理 技 術
者 資 格 者 証 を い う 。 ） の 交 付 を 受 け 監 理 技 術 者 講 習 （ 建 設 業 法 第 26条 の ４ か ら 第
26条 の ６ ま で の 規 定 に よ り 国 土 交 通 大 臣 の 登 録 を 受 け た 講 習 を い う 。 ） を 修 了 し
て い る 者 で カ に 示 し た 建 設 工 事 の 施 工 管 理 経 験 （ 監 理 技 術 者 若 し く は 主 任 技 術 者
と し て の 施 工 経 験 又 は 監 理 技 術 者 若 し く は 主 任 技 術 者 と し て の 資 格 を 有 し た 者 に
よ る 現 場 代 理 人 と し て の 施 工 経 験 の こ と を い い 、 当 該 入 札 者 以 外 で の 施 工 経 験 を
含 む 。 ） を 有 す る も の （ ３ に 掲 げ る 日 か ら 当 該 入 札 者 と ３ 月 以 上 直 接 の 雇 用 関 係
に あ る 者 に 限 る 。 ） を 監 理 技 術 者 又 は 主 任 技 術 者 と し て 本 工 事 現 場 に 専 任 で 配 置
で き る 者 で あ る こ と 。

ク こ の 公 告 の 時 点 で 有 効 か つ 最 新 の 経 営 事 項 審 査 の 結 果 の う ち 建 築 一 式 工 事 の 総
合 評 定 値 が 1 , 0 0 0点 以 上 で あ る こ と 。

⑵ 構 成 員 は 、 ２ 者 又 は ３ 者 で あ る こ と 。
⑶ 自 主 結 成 で あ る こ と 。
⑷ 各 構 成 員 の 出 資 比 率 は 、 ２ 者 の 場 合 は そ れ ぞ れ 30％ 以 上 、 ３ 者 の 場 合 は そ れ ぞ れ
20％ 以 上 で あ る こ と 。 た だ し 、 出 資 比 率 が 最 大 の 構 成 員 が 当 該 共 同 企 業 体 の 代 表 で
あ る こ と 。

⑸ 構 成 員 は 、 他 の 共 同 企 業 体 の 構 成 員 と し て 本 件 入 札 に 参 加 し な い こ と 。
⑹ 本 工 事 の 施 工 計 画 が 適 切 で あ る 者 で あ る こ と 。

３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑴ の

ウ 及 び オ か ら ク ま で 、 ⑵ か ら ⑷ ま で 並 び に ⑹ に 掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を
添 付 し て 、 技 術 提 案 書 と 合 わ せ て 、 令 和 ５ 年 ４ 月 ３ 日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で に 次 の 場 所
に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け る こ と 。
郵 便 番 号 960-8688 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
福 島 県 教 育 庁 財 務 課 施 設 財 産 室
電 話 024 - 521 - 77 91

４ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 、 令 和 ５ 年 ３ 月 10日 （ 金 ） か ら 同 年 ５ 月 １ 日 （ 月 ） ま で （ 土

曜 日 及 び 日 曜 日 並 び に 同 年 ３ 月 21日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30分 か ら 午 後 ５ 時 ま で 。 な
お 、 契 約 条 項 を 示 す 書 類 （ 設 計 図 書 を 除 く 。 ） は 、 福 島 県 教 育 委 員 会 ウ ェ ブ サ イ ト か
ら ダ ウ ン ロ ー ド し て 入 手 す る こ と が で き 、 設 計 図 書 に つ い て は 、 福 島 県 電 子 閲 覧 シ ス
テ ム （ 工 事 等 ） に よ り 閲 覧 す る こ と が で き る 。
⑴ 福 島 県 電 子 閲 覧 シ ス テ ム （ 工 事 等 ） の ア ド レ ス

ht t p s : / /www . p r e f . f u k u s h im a . l g . j p / s e c / 0 1 1 1 5 c / n y u s a t s u - 9 6 . h t m l
⑵ 福 島 県 電 子 閲 覧 シ ス テ ム （ 工 事 等 ） の 利 用 可 能 時 間 午 前 ８ 時 か ら 午 後 10時 ま で
（ 福 島 県 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 福 島 県 条 例 第 ７ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す
る 県 の 休 日 を 除 く 。 ）

５ 入 札 説 明 書 等 の 配 布 に 関 す る 事 項
次 に よ り 、 入 札 説 明 書 、 入 札 心 得 、 仕 様 書 、 申 請 書 等 を 配 布 す る 。

⑴ 配 布 期 間 ４ に 掲 げ る 期 間 に 同 じ 。
⑵ 配 布 場 所 ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。
⑶ そ の 他 郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用
紙 50枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒
を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 令 和 ５ 年 ４ 月 25日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 ま で に 必 着 で 請
求 す る こ と 。

６ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 等
⑴ 日 時 令 和 ５ 年 ５ 月 ２ 日 （ 火 ） 午 前 11時
⑵ 場 所 福 島 県 庁 西 庁 舎 ３ 階 教 育 委 員 室 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号 ）
⑶ そ の 他 郵 便 に よ り 入 札 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 令 和 ５ 年 ５
月 １ 日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 の こ と 。 な お 、 持 参 又 は 郵 送 に
よ り 提 出 さ れ た 入 札 書 の 書 換 え 、 引 換 え 又 は 撤 回 は 認 め な い 。

７ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
⑴ 入 札 保 証 金 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含
む 。 ） の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務
規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又
は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

⑵ 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の 10以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け

第367号令和 5 年 3月10日　金曜日 福 島 県 報 125



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

８ 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な
ら な い 。

９ 入 札 の 無 効
２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 、 入 札 説 明 書 及 び 入 札 心 得

に お い て 示 す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。
10 入 札 方 法
⑴ 本 件 入 札 は 、 総 合 評 価 方 式 一 般 競 争 入 札 に よ り 行 う 。
⑵ 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分 の 10に 相 当
す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を
切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業
者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110分 の 100に
相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

⑶ 本 件 は 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 適 用 工 事 で あ る 。
11 落 札 者 の 決 定 の 方 法
⑴ 入 札 価 格 が 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で あ り 、 当 該 工 事 に 係 る 技 術 提 案 が 最 低 限 の
要 求 要 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 の う ち 、 次 に 掲 げ る 式 に よ り 算 出 さ れ た 評 価 値 が 最
も 高 い 者 を 落 札 候 補 者 と す る 。
評 価 値 ＝ 技 術 評 価 点 ÷ 評 価 値 算 出 価 格 × 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0

ア 評 価 値 に は 小 数 点 以 下 の 有 効 桁 数 を 設 け な い が 、 評 価 値 の 表 記 に つ い て は 、 小
数 点 以 下 第 ５ 位 を 切 り 捨 て る 。 た だ し 、 評 価 値 の 表 記 が 同 じ で あ る 場 合 は 、 評 価
値 の 表 記 が 異 な る こ と と な る 桁 数 ま で 表 記 す る 。

イ 技 術 評 価 点 は 、 標 準 点 に 加 算 点 を 加 算 し た 点 と す る 。
ウ 標 準 点 は 、 ３ の 入 札 参 加 資 格 の 確 認 を 受 け た 場 合 に 付 与 さ れ る 点 で あ っ て 、 そ
の 点 は 100点 と す る 。

エ 加 算 点 は 、 入 札 説 明 書 で 示 す 落 札 者 決 定 基 準 に 基 づ き 技 術 提 案 書 を 審 査 し て 算
出 さ れ た 点 と す る 。

オ 評 価 値 算 出 価 格 は 、 基 準 価 格 設 定 型 に よ り 設 定 す る 。
⑵ 評 価 値 の 最 も 高 い 者 が ２ 者 以 上 あ る と き は 、 く じ に よ り 落 札 候 補 者 の 順 位 を 決 定
す る 。

12 関 連 工 事 の 落 札 者 が な か っ た 場 合 の 取 扱 い
こ の 工 事 は 、 工 事 番 号 第 22-70011 - 0012号 の 双 葉 地 区 特 別 支 援 学 校 移 転 新 築 （ 電 気 ）

工 事 及 び 工 事 番 号 第 22 - 7 0 0 1 1 - 0 0 1 3号 の 双 葉 地 区 特 別 支 援 学 校 移 転 新 築 （ 機 械 ） 工 事
（ 以 下 「 関 連 工 事 」 と い う 。 ） と 密 接 に 関 連 す る 工 事 で あ る た め 、 関 連 工 事 の い ず れ
か に 落 札 者 が な い 場 合 に は 、 関 連 工 事 の 落 札 者 が 決 定 す る 日 ま で こ の 工 事 の 契 約 を 留
保 し 、 関 連 す る 全 て の 工 事 の 落 札 決 定 後 に 契 約 を 締 結 す る 場 合 が あ る 。
⑴ 留 保 期 間

関 連 工 事 の 落 札 者 の 決 定 の 日 ま で
⑵ 契 約 の 辞 退 に つ い て
ア 本 工 事 の 落 札 候 補 者 は 、 関 連 工 事 の 落 札 決 定 の 日 ま で 契 約 を 留 保 さ れ る こ と に
よ り 施 工 で き な い と 判 断 す る 場 合 に は 、 本 工 事 の 落 札 決 定 の 日 ま で の 間 に 落 札 候
補 者 を 辞 退 す る こ と が で き る 。

イ 関 連 工 事 の 再 度 の 入 札 等 で も 落 札 者 が 決 ま ら な い 場 合 に は 、 本 工 事 の 落 札 者 は
契 約 の 締 結 を 辞 退 す る こ と が で き る 。

ウ 落 札 候 補 者 又 は 落 札 者 が 契 約 の 締 結 を 辞 退 し た 場 合 に お い て は 、 入 札 説 明 書 に
規 定 す る 見 積 に 係 る 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 む 。 ） の 100分 の ３ に 相
当 す る 額 の 納 付 を 免 除 し 、 入 札 参 加 資 格 制 限 の 対 象 と は し な い 。

⑶ 留 保 期 間 を 経 て 契 約 す る 場 合 の 契 約 内 容
ア 契 約 を 締 結 す る 場 合 、 工 期 の 延 長 な ど 契 約 の 条 件 を 変 更 す る こ と が あ る 。
イ 福 島 県 工 事 請 負 契 約 約 款 第 26条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項 に 規 定 す る 「 請 負 契 約 締 結 の
日 」 を 「 落 札 決 定 の 日 」 と 読 み 替 え て 契 約 を 締 結 す る 。

⑷ 留 保 期 間 後 の 契 約 締 結 に お け る 配 置 技 術 者 の 変 更
配 置 技 術 者 の 資 格 ・ 工 事 経 験 の 要 件 を 付 し た 場 合 、 資 格 確 認 に て 提 出 し た 配 置 予

定 技 術 者 の 変 更 も 可 能 で あ る 。 た だ し 、 同 等 の 要 件 を 満 た す 者 と す る 。
13 契 約 の 成 立
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本 工 事 の 契 約 に つ い て は 、 落 札 決 定 後 に 仮 契 約 を 締 結 し 、 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契

約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 39年 福 島 県 条 例 第 21号 ） 第 ２ 条 の 規 定
に 基 づ き 福 島 県 議 会 の 議 決 を 得 た と き に 成 立 す る も の と す る 。
た だ し 、 契 約 の 相 手 方 の 決 定 後 、 議 決 ま で の 間 に 契 約 の 相 手 方 （ 法 人 で あ る 場 合 は 、

法 人 の 役 員 又 は そ の 使 用 人 ） が 逮 捕 さ れ る こ と そ の 他 の 反 社 会 的 な 行 為 が あ り 、 そ の
者 を 契 約 の 相 手 方 と す る こ と が 適 当 で な い と 認 め る と き は 、 契 約 を 締 結 し な い 。 な お 、
契 約 が 成 立 し な か っ た 、 又 は 締 結 さ れ な か っ た こ と に よ る 損 害 に つ い て は 、 福 島 県 は 、
こ れ を 一 切 賠 償 し な い 。

14 そ の 他
⑴ 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
⑵ 契 約 書 作 成 の 要 否 要
⑶ 本 工 事 は 元 請 業 者 が 必 要 と す る 共 通 費 に お け る 、 「 共 通 仮 設 費 の う ち 仮 設 建 物 費 」
及 び 「 現 場 管 理 費 の う ち 労 務 管 理 費 」 の 下 記 に 示 す 費 用 （ 以 下 「 実 績 変 更 対 象 間 接
費 」 と い う 。 ） に つ い て 、 契 約 締 結 後 、 労 働 者 確 保 に 要 す る 方 策 に 変 更 が 生 じ 、 建
築 関 係 工 事 積 算 基 準 （ 福 島 県 土 木 部 ） に 基 づ く 金 額 相 当 で は 適 正 な 工 事 の 実 施 が 困
難 に な っ た 場 合 は 、 事 前 に 監 督 員 と 協 議 を 行 い 、 協 議 の 結 果 に よ り 実 績 変 更 対 象 間
接 費 の 支 出 実 績 を 踏 ま え て 最 終 精 算 変 更 時 点 で 設 計 変 更 す る 「 労 働 者 確 保 に 関 す る
積 算 方 法 の 試 行 工 事 」 で あ る 。
営 繕 費 （ 共 通 仮 設 費 に お け る 仮 設 建 物 費 ） ： 労 働 者 送 迎 費 、 宿 泊 費 及 び 借 上 費
労 務 管 理 費 ： 募 集 及 び 解 散 に 要 す る 費 用 、 賃 金 以 外 の 食 事 及 び 通 勤 費 等 に 要 す る

費 用 、 福 利 厚 生 等 に 要 す る 費 用 、 純 工 事 費 に 含 ま れ な い 作 業 用 具 及
び 作 業 被 服 等 の 費 用 、 安 全 及 び 衛 生 に 要 す る 費 用 、 研 修 訓 練 等 に 要
す る 費 用 並 び に 労 災 保 険 法 に よ る 給 付 以 外 に 災 害 時 に 事 業 主 が 負 担
す る 費 用

⑷ 本 工 事 は 、 「 建 築 ・ 設 備 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 促 進 工 事 試 行 要 領 」 を 適 用 す る 工
事 で あ る 。

⑸ 本 工 事 は 、 「 入 札 時 積 算 数 量 書 活 用 方 式 」 の 対 象 工 事 で あ る 。
本 方 式 で は 、 入 札 時 に お い て 発 注 者 が 入 札 時 積 算 数 量 書 を 示 し 、 入 札 参 加 者 が 入

札 時 積 算 数 量 書 に 記 載 さ れ た 積 算 数 量 を 活 用 し て 入 札 に 参 加 す る 場 合 に お い て 、 工
事 請 負 契 約 の 締 結 後 に 生 じ た 当 該 積 算 数 量 の 疑 義 に つ い て 、 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、
入 札 時 積 算 数 量 書 に 基 づ き 、 積 算 数 量 に 関 す る 協 議 を 行 う こ と が で き る 。

⑹ 本 工 事 は 、 「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 拡 大 防 止 対 策 に 係 る 費 用 計 上 対 象
工 事 」 で あ る 。

⑺ 本 工 事 は 、 「 福 島 県 土 木 部 発 注 工 事 等 に お け る 建 設 キ ャ リ ア ア ッ プ シ ス テ ム 活 用
工 事 実 施 要 領 」 の 対 象 工 事 で あ る 。
受 注 者 は 当 該 実 施 要 領 に 定 め る 事 項 に つ い て 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。
本 工 事 の 発 注 方 法 は 、 特 記 事 項 に 記 載 し て い る の で 確 認 す る こ と 。

⑻ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 苦 情 等 福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 は 、 福 島
県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 ８ 年 福
島 県 告 示 第 320号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請 を 受 け た
場 合 は 契 約 の 執 行 を 停 止 し 、 契 約 を 破 棄 す る 提 案 が 出 さ れ た 場 合 は 契 約 を 破 棄 す る
こ と が で き る 。

⑼ そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。
15 Summary
⑴ Nature and quantity of the contract: Construction Work for a Prefectural special needs
s c h o o l b u i l d i n g i n t h e F u t a b a d i s t r i c t 1 s e t

⑵ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 1 1 : 0 0 a . m . , 2 M a y 2 0 2 3
⑶ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 0 0 p . m . , 1 M a y 2 0 2 3
⑷ Con t a c t p o i n t f o r th e n o t i c e : Fac i l i t i e s a n d Prope r t i e s Un i t , F i nan c e D i v i s i o n ,
E d u c a t i o n B u r e a u , F u k u s h i m a P r e f e c t u r a l G o v e r n m e n t , 2 - 1 6 S u g i t s u m a - c h o ,
Fuku s h ima C i t y , Fuku sh im a 960 -8688 J a p an TEL 024 -521 - 7791

（ 財 務 課 施 設 財 産 室 ）
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以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
令
和
五
年
三
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。令

和
五
年
三
月
十
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
一
、
〇
八
四

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

二
九
四
、
二
七
一

三

福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万

を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る

場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

選

挙

区

選

挙

区

福

島

市

七
七
、
二
一
一

田

村

市

田

村

郡

一
七
、
三
六
六

会

津

若

松

市

三
二
、
三
〇
三

南
相
馬
市
相
馬
郡
飯
舘
村

一
八
、
三
三
〇

郡

山

市

八
九
、
三
〇
六

伊

達

市

伊

達

郡

二
五
、
九
九
一

い

わ

き

市

八
八
、
三
五
三

本

宮

市

安

達

郡

一
〇
、
七
四
四

白
河
市
西
白
河
郡

三
〇
、
〇
二
三

南

会

津

郡

六
、
九
八
五

須
賀
川
市
岩
瀬
郡

二
五
、
九
八
六

河

沼

郡

五
、
九
六
七

喜
多
方
市
耶
麻
郡

二
〇
、
〇
五
二

大

沼

郡

六
、
八
七
〇

相
馬
市
相
馬
郡
新
地
町

一
一
、
五
九
四

東

白

川

郡

八
、
五
一
二

石

川

郡

一
〇
、
六
〇
四

二

本

松

市

一
四
、
九
五
八

双

葉

郡

一
六
、
九
〇
七

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
三
号

福
島
県
の
地
先
海
面
に
お
け
る
い
か
つ
り
漁
業
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

今

野

智

光

一

操
業
の
承
認

い
か
つ
り
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
す
る
船
舶
ご
と
に
福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
手
釣
又
は
竿さ

お

釣
に
使
用
す
る
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

承
認
の
対
象
漁
船

い
か
つ
り
漁
業
に
係
る
操
業
の
承
認
の
対
象
船
舶
は
、
総
ト
ン
数
三
十
ト
ン
未
満
と
す
る
。

三

操
業
期
間

操
業
期
間
は
、
令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

四

制
限
又
は
条
件

１

操
業
の
禁
止
区
域

次
に
掲
げ
る
海
域
で
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

双
葉
郡
富
岡
町
小
良
ケ
浜
灯
台
か
ら
正
東
の
線
以
北
の
水
深
四
十
五
メ
ー
ト
ル
以
浅
の
福
島
県

の
海
域

２

承
認
証
の
備
付
け
及
び
標
識
の
表
示

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
に
際
し
、
別
に
定
め
る
承
認
証
を
船
内
に
備
え
付
け
、
次

に
掲
げ
る
標
識
を
船
舶
の
船
橋
の
両
側
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

40ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ

福
海
い
か
つ
り

20ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ
５
第

号

３

操
業
の
協
定

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
漁
場
に
お
い
て
他
種
漁
業
と
の
競
合
又
は
操
業
上
の
紛
争
が
生

じ
た
と
き
は
、
関
係
者
と
操
業
協
定
を
締
結
し
、
こ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
操
業
協
定
が
締
結
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
競
合
又
は
紛
争
の
生
じ
な
い
漁
場
に
移

動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

漁
獲
成
績
の
報
告

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
終
了
後
一
月
以
内
に
別
に
定
め
る
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

承
認
の
取
消
し

こ
の
指
示
に
違
反
し
た
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

六

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
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